
地元建設業の受注機会の拡大等に
関する埼玉県の取組

平成２１年５月１３日

埼玉県



－１－



地元建設業の受注機会の確保に関する取組

◆ 埼玉県中小企業振興基本条例の制定 《Ｈ14年12月》
・ 県の発注する工事等に当たっては、予算の適正な執行に

留意しつつ、中小企業の受注機会の増大に努める

◆ 埼玉県建設工事標準請負契約約款の改定 《Ｈ15年6月》
・ 下請は県内業者を選定するよう努める

・ 工事材料は県産品から選定するよう努める

◆ 総合評価における地域精通度、貢献度の評価

《Ｈ1８年４月》
◆ 埼玉県一般競争入札参加条件設定ガイドラインの制定

《Ｈ１９年７月》
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地元建設業者を対象とした緊急経済
対策等に関する取組

① 単品スライド条項の適用 《Ｈ20年6・9月》
② 最低制限価格・低入札調査基準価格の水準

引き上げ 《Ｈ20年9月》
③ 中間前金払制度の取扱い変更 《Ｈ20年9月》
④ 地域建設業経営強化融資制度の導入

《Ｈ20年12月》
⑤ 『真水』の充実 《Ｈ21年2月》
・ 工事費の実質増加（２割増）

⑥ 総合評価方式に新規雇用の評価項目の追加

《Ｈ21年2月》
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